
三郷市国際交流協会会๎  
 
 （名⛠）  
第１᮲ ࡇの会は、三郷市国際交流協会（௨ୗࠕ協会ࠖというࠋ）というࠋ  
 （目的）  
第２᮲ 協会は、市民が体となࡓࡗ国際交流を推進、支援するとともに、 

␗なる文化ࡸ⩦័等について理解を῝ࡵ、市民として共⏕࡛ࡁるような  
⎔ቃをつࡃり、もࡗて三郷市の国際化を推進するࡇとを目的とするࠋ  

 （事業）  
第３᮲ 協会は、前᮲の目的を㐩成するࡵࡓ、次の事業を行うࠋ  
 ��� 国際交流を目的とする事業の計画及ࡧ提౪に関するࡇとࠋ  
 ��� 国際化に関する情報の収集及ࡧ提౪に関するࡇとࠋ  
 ��� 国際化に関する意㆑のၨ発及ࡧ普及に関するࡇとࠋ  
 ��� 国際交流άືへの援助及ࡧ協ຊに関するࡇとࠋ  
ࠋとࡇの前᮲の目的㐩成にᚲ要な事業に関するࡑ ���   
 （会員）  
第４᮲ 第２᮲の目的に㈶同するものをもࡗて協会の会員とするࠋ  
２ 会員になࢁうとするものは、入会⏦㎸᭩により⏦し㎸ࡳ、次᮲に定ࡵる  

会㈝を⣡入しࡓ日から会員の㈨᱁を有するࠋ  
３ 会長は、会員が次の各号のいࢀࡎかにヱᙜするとࡁは、退会ࡏࡉるࡇと  

が࡛ࡁるࠋ  
 ��� 退会を⏦し出ࡓとࠋࡁ  
 ��� 会㈝を１年௨上⣡入しないとࠋࡁ  
 ��� 協会の名をⴭしࡃയつけ、ཪは社会の公ᗎⰋにする行Ⅽを  

行ࡓࡗ場ྜ࡛、理事会の議決がࡓࡗ࠶とࠋࡁ  
 （会㈝）  
第５᮲ 会員は、次の༊分にᚑい会㈝を⣡ࡵるものとするࠋ  
 ��� ಶ人会員 年㢠        ２㸪０００  
  �ア � 学⏕・⏕ᚐは、年㢠１㸪０００とするࠋ  

�イ � 外国人は、加入ಁ進をᅗるࡵࡓ、年㢠１㸪０００とするࠋ  
 ��� ᐙ᪘会員 年㢠        ３㸪０００  
 ��� 法人会員 年㢠 ୍ཱྀにつ１０ ࡁ㸪０００  
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 ��� 団体会員 年㢠 ୍ཱྀにつ１０ ࡁ㸪０００  
２ 退会による会㈝の返㑏は行ࢃないࠋ  
 （役員）  
第６᮲  協会に次の役員を⨨ࠋࡃ  
 ��� 会長   １名  
 ��� 副会長  １名  
 ��� 理事  ３０名௨内  
 ��� 会計   １名  
 ��� ┘事   ２名  
 （役員の選出）  
第７᮲  会長及ࡧ副会長は、第１３᮲につ定する理事会において選出するࠋ 
２ 理事は、第１５᮲につ定する正副部会長会議において選出するࠋ  
３ 会計及ࡧ┘事は、理事会において選出するࠋ  
４ 理事及ࡧ┘事は、┦にවࡡるࡇとは࡛ࡁないࠋ  
 （役員の⫋ົ）  
第８᮲  役員の⫋ົは次のとおりとするࠋ  
 ��� 会長は、協会を代表し、会ົを総理するࠋ  
 ��� 副会長は、会長を補బし、会長に事ᨾが࠶るとࡁは、ࡑの⫋ົを代理  

するࠋ  
 ��� 理事は、理事会をᵓ成するࠋ  
 ��� 会計は、協会の会計事ົをฎ理するࠋ  
 ��� ┘事は、協会の㈈⏘、会計及ࡧ業ົのᇳ行について┘ᰝし、総会に  
  報告するࠋ  
 （役員の任ᮇ）  
第９᮲  役員の任ᮇは２年とするࡓࠋだし、任をጉࡆないࠋ  
２ 役員がḞけࡓ場ྜにおける補Ḟの役員の任ᮇは、前任者のṧ任ᮇ㛫と  
 するࠋ  
３ 役員は、任ᮇ‶後も後任者がᑵ任するま࡛の㛫は、ࡑの⫋ົを行うࠋ 
 （名会長及ࡧ㢳ၥ）  
第１０᮲ 会長は、理事会のᢎㄆをᚓて、協会に名会長及ࡧ㢳ၥを⨨ࡇࡃ

とが࡛ࡁるࠋ  
２ 名会長は、三郷市長をもࡗててるࠋ  
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 （会議）  
第１１᮲ 協会の会議は、総会及ࡧ理事会とするࠋ  
 （総会）  
第１２᮲ 総会は、ẖ年１ᅇ開催するࡓࠋだし、会長ཪは理事会がᚲ要と  
 ㄆࡓࡵ場ྜは、⮫時総会を開催するࡇとが࡛ࡁるࠋ  
２ 総会は、会長がᣍ集するࠋ  
３ 総会は、次の事項をᑂ議するࠋ  
 ��� 予算及ࡧ決算に関するࡇとࠋ  
 ��� 事業計画及ࡧ事業報告に関するࡇとࠋ  
 ��� 会๎の改正に関するࡇとࠋ  
 ��� 役員の選任に関するࡇとࠋ  
ࠋとࡇる㔜要事項に関するࡵ理事会がᚲ要とㄆࡧの会長及ࡑ ���   
４ 総会の議事は、出ᖍ者の㐣༙ᩘをもࡗて決し、ྍྰ同ᩘのとࡁは議長の  

決するとࢁࡇによるࠋ  
５ ᐙ᪘会員は、ࡑの中の１名に㝈り議決ᶒを有するࠋ  
６ 法人会員及ࡧ団体会員は、ࡑの代表者に㝈り議決ᶒを有するࠋ  
 （理事会）  
第１３᮲ 理事会は、会長、副会長及ࡧ理事をもࡗてᵓ成し、ᚲ要に応ࡌて  

開催するࠋ  
２ 理事会は、会長がᣍ集するࠋ  
３ 理事会は、次の事項をᑂ議するࠋ  
 ��� 総会への付議事項に関するࡇとࠋ  
 ��� 協会運営における㔜要事項に関するࡇとࠋ  
 ��� 補Ḟの役員の選任に関するࡇとࠋ  
ࠋとࡇる事項に関するࡵの会長がᚲ要とㄆࡑ ���   
 （ᑓ㛛部会）  
第１４᮲ 協会の事業をに推進するࡵࡓ、次のᑓ㛛部会を設⨨するࠋ  
 ��� 総ົ部会  
 ��� 国際化推進部会  
 ��� 交流部会  
２ ᑓ㛛部会に関する事項は、会長がูに定ࡵるࠋ  
 （正副部会長会議）  
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第１５᮲ 協会の運営についてᑂ議するࡵࡓ、正副部会長会議を設⨨するࠋ 
２ 正副部会長会議は、会長及ࡧ副会長୪ࡧに前᮲にᥖࡆるᑓ㛛部会の部会

長及ࡧ副部会長をもࡗてᵓ成するࠋ  
３ 正副部会長会議は、ᚲ要に応ࡌて会長がᣍ集するࠋ  

（⤒㈝）  
第１６᮲ 協会の⤒㈝は、会㈝、補助㔠、ᐤ㝃㔠及ࡑࡧのの収入をもࡗて  

てるࠋ  
 （会計年度）  
第１７᮲ 協会の会計年度は、ẖ年４月１日から⩣年３月３１日ま࡛とするࠋ 
 （事ົᒁ）  
第１８᮲ 協会の事ົをฎ理するࡵࡓ、三郷市市民⏕ά部市民άື支援ㄢ内

に事ົᒁを⨨ࠋࡃ  
（のࡑ）   
第１９᮲ ࡇの会๎に定ࡵるもののか、ᚲ要な事項は、理事会のᢎㄆを  
 ᚓて会長がูに定ࡵるࠋ  
   㝃 ๎  
 （施行ᮇ日）  
ࠋの会๎は、平成１４年６月３０日から施行するࡇ １  
 （役員の任ᮇの≉）  
２ 協会の設❧ᙜึの役員の任ᮇは、第９᮲第１項のつ⛬にかかࢃらࡎ、  
 平成１６年３月３１日ま࡛とするࠋ  
 （会計年度の≉）  
３ 協会の設❧年度の会計年度は、第１６᮲のつ⛬にかかࢃらࡎ、設❧の日  

から平成１５年３月３１日ま࡛とするࠋ  
  㝃 ๎  
（施行ᮇ日）  

ࠋの会๎は、平成１６年４月１８日から施行するࡇ  
  㝃 ๎  
（施行ᮇ日）  

ࠋの会๎は、平成１８年４月２２日から施行するࡇ  
   㝃 ๎  
 （施行ᮇ日）  
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ࠋの会๎は、平成１９年５月２７日から施行するࡇ    
㝃 ๎  

（施行ᮇ日）  
ࠋの会๎は、平成２０年５月２５日から施行するࡇ    

㝃 ๎  
（施行ᮇ日）  

ࠋの会๎は、平成２５年５月１９日から施行するࡇ    
   㝃๎  
 （施行ᮇ日）  
ࠋの会๎は、平成２６年５月１８日から施行するࡇ    
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